
 

　生涯学習課では、今年度か

ら地域に伝えられてきた伝統

文化などの記録映像化に取り

組みます。祭りや名所旧跡な

どテーマごとの映像にまとめ、

郷土の文化遺産を知る資料と

します。 

　現在「能勢に関する祭礼や

芸能、年中行事」の映像化を

進めています。古い写真や映

像をお持ちでご協力いただけ

る方は、９月３０日（木）までに

下記へご連絡ください。 

　 

お問い合わせ 

　生涯学習課社会教育係 
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あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た 

昔のお祭りや行事などの 

映像資料をご提供ください 

問 

問 

問 　
４
月
か
ら
子
ど
も
手
当
制
度
が
始
ま
っ

て
い
ま
す
。
中
学
校
修
了
ま
で
の
児
童
を

対
象
に
、
一
人
に
つ
き
月
額
一
万
三
千
円

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
本
町
で
把
握
で
き
る
受
給
対
象
の
方
（
※

転
入
さ
れ
た
き
た
方
に
つ
い
て
は
、
本
町

で
把
握
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
）

に
は
、
４
月
に
手
続
き
の
案
内
を
送
付
し

て
い
ま
す
の
で
、
お
忘
れ
な
く
申
請
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
９
月
30
日
ま
で
に

申
請
を
い
た
だ
け
れ
ば
、
４
月
分
ま
で
遡

っ
て
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
ど
も
未
来
課
子
育
て
支
援
係

☎
７
３
４-

０
１
０
７

　
平
成
22
年
度
　
能
勢
町
敬
老
会
を
左
記

に
よ
り
開
催
い
た
し
ま
す
。

【
日
時
】

　
９
月
２
日
（木）

　
式
典
　
午
後
１
時
か
ら

　
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
　
午
後
２
時
か
ら

【
場
所
】

　
淨
る
り
シ
ア
タ
ー

　　
本
年
度
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
は
お
芝
居

（
大
衆
劇
場
）「
劇
団

大
河
内
」、
マ
ジ

ッ
ク
シ
ョ
ー
「
ジ
ャ
ッ
キ
ー･

藤
田
＆
つ

や
子
」
等
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
ご
案
内
の
返
信
用
葉
書
に
て
申
し
込
み

の
う
え
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
住
民
福
祉
課
福
祉
係

☎
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1 

70
歳
未
満
の
方
は

　
70
歳
未
満
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
が
入
院
さ
れ
た
時
、
通
常
医
療
費
の
３

割
（
就
学
前
児
童
は
２
割
）
を
い
っ
た
ん

全
額
負
担
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
住
民
税
課
税
世
帯
に
該
当
す
る
場

合
は
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
、
住
民

税
非
課
税
世
帯
に
該
当
す
る
場
合
は
「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
※

１
」
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と
で
、

入
院
時
の
窓
口
で
の
支
払
い
が
高
額
療
養

費
の
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す

※
２
。

2 

70
歳
以
上
の
方
は

　
70
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
が
入
院
さ
れ
た
時
に
つ
い
て
も
、
住
民

税
課
税
世
帯
に
該
当
す
る
場
合
は
「
高
齢

受
給
者
証
」
を
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
に

該
当
す
る
場
合
は
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
※
１
」
を
医
療
機
関

に
提
示
す
る
こ
と
で
、
入
院
時
の
窓
口
で

の
支
払
い
が
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

3 

申
請
方
法
は 

　
認
定
証
の
交
付
に
は
申
請
が
必
要
で
す

の
で
、
入
院
さ
れ
る
方
は
、
保
険
証
と
印

鑑
を
ご
持
参
の
う
え
、
役
場
住
民
福
祉
課

医
療
係
の
窓
口
で
認
定
申
請
の
手
続
を
し

て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
限
度
額
適
用
は
申
請
さ
れ
た
月
の

初
日
か
ら
の
適
用
と
な
り
ま
す
の
で
、
で

き
る
だ
け
入
院
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
現
在
、
限
度
額
適
用
認
定
証
を
お
持
ち

の
方
は
有
効
期
限
が
平
成
22
年
７
月
31
日

ま
で
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
引
き
続
き
適

用
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
更
新
の
手
続
き

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
８
月
中
に
申

請
の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
１
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

　
　
認
定
証
」
の
場
合
は
、
入
院
時
の
窓

　
　
口
で
の
支
払
に
加
え
、
食
事
代
も
減

　
　
額
に
な
り
ま
す
。

※
２
た
だ
し
、
保
険
税
に
滞
納
が
あ
る
場

　
　
合
は
、
認
定
証
の
交
付
が
受
け
ら
れ

　
　
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意

　
　
く
だ
さ
い
。

　
住
民
福
祉
課
医
療
係

☎
７
３
４-

０
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５
８

　
今
井
悦
子
様
（
枚
方
市
）
か
ら
、
去
る

６
月
19
日
に
寄
附
金
三
万
円
を
頂
き
ま
し
た
。

　
な
お
、
寄
附
金
に
つ
い
て
は
、
町
の
芸

術
文
化
の
振
興
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
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